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【本利⽤の⼿引きについて】 
本利⽤の⼿引きは、⾃⼰申告制度の活⽤のため、御利⽤者の⽅の基礎的な理解を深めていただくこと
を⽬的に作成したものです。理解を容易にするために、法令の⽤語と異なる⽤語を使⽤した部分、説明
を簡略化した部分等がありますので、御留意ください。御不明な点については、最終⾴に記載の問い合
わせ先まで、御照会いただくようお願いします。 
また、本利⽤の⼿引きについては、随時更新されることがありますので、税関ホームページ上の最新版を
確認していただくようお願いいいたします。 
（今回の更新（2019 年 3 ⽉）は、本年 1 ⽉の掲載版から内容⾯の変更はありませんが、⽇ EU・
EPA についてのみ別途の利⽤の⼿引きとして分けております。） 
  


